
 

 
 【本部長】市長 
     副市長、教育長、上下水道事業管理者、総合政策部長、総務部長 
 
             

【議長】副市長 
     全部局長、消防長、会計管理者、市議会事務局長、選挙管理委員会事務局長 

内部統制推進体制 

内部統制推進本部 

（本部及び推進会議の所掌事務） 
① 内部統制の基本方針に関する事務    
② 内部統制に係る体制の整備に関する事務  
③ 内部統制の推進に関し市長が必要と認める事務 

内部統制推進会議 

  
【部会長】総合政策部長 
【部会員】全副部長級職員  

      

  

 全所属長 

      基本方針に基づく実行計画の取り組み推進 

（所掌事務） 
① リスクの抽出、分析、選定 

② リスクの対応策の作成 

③ その他必要な事項 

推進会議 リスク管理部会 
  

【部会長（案）】総務部長 

 【部会員（案）】会計管理者など 10 名程度  

 

      

  

推進会議 モニタリング部会（案） 

（所掌事務（案）） 
① モニタリングの実施 
② モニタリング結果の評価 
③ 評価結果報告書案の作成 
④ その他必要な事項 

報告 指示 指示 報告 

 市 民    市議会   

 

 監査委員   

 審査に付す 
③ ② ①  

意見 
監査委員の意見を
付して報告 

市民に公表 

（注）モニタリング部会は未設置（令和４年４月現在） 


